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P1 Ⅰ－2

持続可能なまちづくりを進めるためには、人口減少期を見据え、地方創生に向けた取組が必要となる。寒川町（以下、「本町」と

いう。）においては、関係人口の獲得に相関の高いスポーツ施設、とりわけ、町特有の強みであるストリートスポーツを活用する

ことにより、若年層に選ばれ続けることによる関係人口の獲得を目指すこと

P2 Ⅰ－2 ストリートスポーツを通じて人とのつながりをつくることで、人がひとを呼び、多くの若い人が寒川町の関係人口となることを想定

P1 Ⅰ－2 寒川町だけの魅力創出、ストリートスポーツの聖地化を目指し、関係人口を獲得する

P1 Ⅰ－2 持続可能なまちづくりを進めていくために寒川町の強みであるストリートスポーツをONLY ONEとして尖らせていく

P8  Ⅱ－2

隣接するさがみグリーライン自転車道利用者が必要とする機能等を備えたショップ等の商業施設スペースを確保すること。

なお、管理スペースで本機能を備えることも可能とする。

また、ストリートスポーツ関連用品の販売やそのレンタル、地場産品の販売などは自主事業とし、その維持管理・運営方法は事業

者の提案による。

P52 Ⅵ－2 表17自主事業の業務内容事例について業務内容事例を記載

P2 Ⅰ－2
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点の指定を見据えた環境形成：日本のトップアスリート育成の拠点となり、寒川町

から世界へ向けた競技力向上の発信地

P2 Ⅰ－2
誰もが親しみを感じることができる環境形成：地域住民との交流イベントや教室の開催、子どもから高齢者までが参加できるス

ポーツ体験プログラムの実施等

【答申内容】

　諮問案で示された事業は町にとって、また、スポーツ推進としても大変、効果が大きな事業となるものと信じている。

　ついては、本答申をふまえた上で、（仮称）寒川町ストリートスポーツパーク整備に係る基本構想（仮称）相模川一之宮公園整備に係る基本計画が策定さ

れ、それらをもとに本件事業が着実に進められ、当初の目的が果たせるよう実行されたい。

　なお、事業実施にあっては、次の点にご留意の上、取り組みを進めていただきたいと考える。

A新たな視点として①「ストリートスポーツ」を積極的に活用し、②地域の魅力を引き出すという発想のもと、これを活かす基盤を確立し、持続可能で魅力あふ

れる町づくりを実現されたい。

Bそのためにも、①ストリートスポーツ関連団体、組織及び他のスポーツ団体との協力・連携を深め、支える体制を充実することで、本件事業の効果を最大化

し、その目標である②関係人口の増加を目指すことが重要である。

Cぜひ、①町全体が一丸となって取り組むことのできる仕組みを創出し、②地域全体の活性化を図られたい。

本審議会はその責務を全うするため、引き続き本件事業の今後の取り組みについて注視していく。

A－①

A－②

B－①
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P2 Ⅰ－2 他のスポーツ競技との融和・共存しうる環境形成：施設を活用して他のスポーツ団体が大会等を開催できるような環境形成

P8  Ⅱ－2
初心者から上級者の誰もが集い、楽しめ、大規模な世界大会の開催が可能となる競技関連諸室を備えるとともに、切磋琢磨し合い

成長できる施設を整備すること。また、他のスポーツ競技との融和・共存しうる環境形成を行うこと。

P1 Ⅰ－2 ストリートスポーツを活用することにより、若年層に選ばれ続けることによる関係人口の獲得を目指す

P1 Ⅰ－2 ストリートスポーツの聖地化を目指し、関係人口を獲得する

P2 Ⅰ－2 ストリートスポーツを通じて人とのつながりをつくることで、人がひとを呼び、多くの若い人が寒川町の関係人口となることを想定

P12  Ⅱ－4
表３本町が想定する目標値：「利用者数 目標 34,000人/年」「イベント実施回数 目標 10回/年」「レッスン実施回数 目標 336回/年」

「合宿実施回数 目標 4回/年」

P2 Ⅰ－2
誰もが親しみを感じることができる環境形成：地域住民との交流イベントや教室の開催、子どもから高齢者までが参加できるス

ポーツ体験プログラムの実施等

P8  Ⅱ－2
ストリートスポーツ関連用品の販売やそのレンタル、地場産品の販売などは自主事業とし、その維持管理・運営方法は事業者の提

案による。

P48  Ⅴ－3 業務従事者の採用については、地元雇用に配慮すること

P54 Ⅷ－1
公募設置管理制度（P-PFI制度）により、公募対象公園施設（本指針では便益施設を対象）、特定公園施設、利便増進施設を整備、管理

し、都市公園に民間の優良な投資を誘導しつつ、公園管理者の財政負担を軽減し、都市公園の質の向上、公園利用者の利便の向上を図る

P55  Ⅷ－２ 当該施設は公園利用者へのサービス向上だけでなく、地域全体の魅力向上や活性化に資するものとすること

C－②

B－①

B－②

C－①


